
中部近畿産業保安監督部近畿支部鉱山保安課

年末年始を迎えるに当たり、特に以下の事項について貴鉱山・附属施設の実態に即した保安
対策の見直し・再点検及び鉱山労働者への周知を行い、災害及び鉱害の未然防止に万全を
期されるよう、お願いいたします。

年末年始の保安確保について（注意喚起）

 １．作業監督者等による休日前後の巡視、点検の強化及び的確な指示
 ２．火薬類、毒劇物・油脂類等の盗難・紛失防止のための管理の強化及び休日前における

火薬類取扱所の存置火薬類の返還の実施（特に火薬類の数量確認）
 ３．休日前後の臨時作業、特殊作業に対する管理者による作業手順の確認

並びに作業員に対する明確な指示の徹底
 ４．鉱山道路及び車両通行箇所の点検・整備の徹底（特に路肩の強度・転落防止）
 ５．凍結、融解時の点検強化による落石、岩盤の崩壊、転倒等に対する災害防止対策の徹底

   ６．ヘルメット・安全靴・墜落制止用器具等の保護具及びシートベルト着用の徹底
   ７．鉱害防止施設、電源供給設備及び応急資材等の点検・整備の実施
 ８．災害等緊急時の連絡・通報体制の周知徹底

※ 万が一災害・鉱害が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは
速やかに当課緊急連絡先まで、一報して下さい。

注意
Attention!
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